
新
潟
。
八
幡
林
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
三
島
郡
和
島
村
大
字
両
高

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
〇
年

（平
２
）
八
月
ぞ

一
九
九

一
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
和
島
村
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
田
中
　
靖

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
行
跡
か

６
　
遺
跡
の
年
代
　
八
世
紀
前
半

。
九
世
紀
後
半
を

一
〇
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

八
幡
林
遺
跡
は
、
島
崎
川
左
岸
に
半
島
状
に
突
出
し
た
丘
陵
上
に
位
置
し
、

そ
の
先
端
部
に
は
現
在
の
島
崎
の
集
落
が
あ
る
。
島
崎
川
流
域
に
は
、
古
代
の

遺
跡
が
多
く
分
布
し
て
お
り
、

特
に
製
鉄
遺
跡
や
須
恵
器

・
瓦

を
焼
い
た
生
産
遺
跡
が
集
中
し

て
い
る
。
ま
た
八
世
紀
前
後
に

創
建
さ
れ
た
横
滝
山
廃
寺
や
、

延
喜
式
内
社
古
志
郡
六
座
の
う

ち
三
座
が
本
流
域
に
位
置
す
る

な
ど
、
古
志
郡
で
も
中
心
的
な

地
域
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
九
九
〇
年
度
の
調
査
は
、
国
道

一
一
六
号
線
バ
イ
パ
ス
建
設
に
先
だ
つ
も

の
で
、
丘
陵
南
斜
面
か
ら
丘
陵
裾
の
谷
地
に
あ
る
Ａ
地
区
、
丘
陵
頂
部
の
Ｂ
地

区
、
丘
陵
北
斜
面
に
あ
る
Ｂ
地
区
の
三
地
点
に
つ
い
て
実
施
し
た
。

調
査
の
結
果
、
遺
跡
は
奈
良
時
代
前
半
と
平
安
時
代
前
半
の
二
時
期
に
形
成

さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
奈
良
時
代
前
半
の
Ｂ
地
区
に
は
、
土
塁

・
堀
を
伴

う
掘
立
柱
を
主
体
と
し
た
建
物
群
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
か
ら

一
般

集
落
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
官
衛
的
色
彩
が
濃
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

堀
に
沿

っ
て
道
路
状
の
遺
構
が
見
ら
れ
、
当
時
の
官
道
で
あ

っ
た
北
陸
道
の
可

能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
該
期
の
Ａ
地
区
は
、
居
住
区
と
し
て
は
利
用
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
Ｂ
地
区
に
関
連
し
た
水
場

。
廃
棄
場

。
祭
祀
の
場

な
ど
、
付
属
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
た
エ
リ
ア
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
構
と
し
て

は
、
井
戸

。
溝
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

平
安
時
代
前
半
の
時
期
は
、
Ａ

・
Ｂ
・
Ｂ
の
各
地
区
で
鉄
生
産
に
関
わ
る
遺

構
が
築
か
れ
る
が
、
前
代
の
よ
う
な
官
衝
的
色
彩
は
消
失
し
て
し
ま
う
。

出
上
し
た
遺
物
は
、
整
理
用
コ
ン
テ
ナ
で
約
二
〇
箱
で
、
大
半
は
Ａ
地
区
の

低
地
部
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
奈
良
時
代
前
半
の
資
料
に
つ
い

て
の
み
記
述
す
る
。
内
容
的
に
は
須
恵
器

・
土
師
器
が
大
半
を
占
め
て
い
る
が
、

奈
良
三
彩
の
稜
椀
の
蓋
が

一
点
出
上
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。
木
製
品
で
は
木

簡
三
点

。
人
形

一
点

・
斎
串
二
点
な
ど
が
あ
り
、
す
べ
て
三
七
号
溝
か
ら
出
土

し
て
い
る
。
三
七
号
溝
は
、
幅
五
〇

伽
、
深
さ
三
〇

伽
を
測
る
小
規
模
な
も
の

で
、
Ａ
地
区
を
東
西
に
斜
め
に
横
切
る
形
で
掘
削
さ
れ
て
い
る
。
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1990年出上の木簡

８
　
木
筒
の
釈
文

。
内
容

木
衝
は
三
点
出
上
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
詳
細
の
判
明
し
て
い
る
二
点
に

つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

①
　
。
「
郡
司
符
　
圭目
海
郷
事
少
丁
高
志
君
大
虫
　
右
人
其
正
身
率
日
□

。
「
虫
大
郡
向
参
朔
告
司
〔酢
平
申
賜
　
符
到
奉
行

火
急
使
高
志
君
五
百
鳴

九
月
十
八
日
主
帳
丈
部
日
国
　
」

②
　
。
十
八
日
解
所
請
養
老

×

・
□
祝
　
沼
垂
城

ω
は
三
つ
に
大
き
く
切
断
さ
れ
て
お
り
、
破
断
面
の
観
察
か
ら
、
鋭
い
刃
物

で
切
り
込
み
を
入
れ
た
後
、
ね
じ
り
折

っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
切
断
位
置

が
い
ず
れ
も
文
の
切
れ
目
に
く
る
点
は
、
当
時
の
公
文
書
の
処
分
方
法
を
考
え

る
上
で
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
内
容
は
蒲
原
郡
司
が
青
海
郷
に
あ
て
た
文
書

で
、
高
志
君
大
虫
に
越
後
国
府
に
参
向
し
て
、　
一
〇
月

一
日
に
行
な
わ
れ
る
告

朔
の
儀
式
に
出
席
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
長
大
な
形
状
を

と
る
点
は
、
単
な
る
召
喚
状
で
は
な
く
、
過
所
木
筒
と
し
て
の
性
格
も
兼
ね
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

②
は
上
下
両
端
を
欠
損
し
て
い
る
た
め
詳
細
は
不
明
だ
が
、
「沼
垂
城
」
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
大
化
三
年

（一ハ
四
七
）
と
斉
明
四
年

（一ハ
五
八
）
条
に
見
え
る

「淳
足
柵
」
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
同
城
柵
が
養
老
年
間

（七
一
七
ぞ
七
二

∞
∞
い
×

∞
ヽ
Ｘ

枷
　

Φ
μ
騨

（Φ
Ｏ）
×
］
ω
×
］
　
Φ∞
Ｐ

四
）
前
後
の
時
点
ま
で
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
と
な

っ
た
。

一
九
九
〇
年
度
の
調
査
は
、
バ
イ
パ
ス
敷
地
内
の
み
で
あ
り
、
遺
跡
の
ご
く

一
部
を
調
査
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
地
方
支
配
に
関
わ
る
何
ら
か
の
官
衛
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
官
行
は
、
七
二
〇
年
前
後

に
無
人
の
山
上
に
突
如
と
し
て
出
現
し
、
七
五
〇
年
頃
に
は
機
能
し
な
く
な

っ

て
い
た
こ
と
が
伴
出
遺
物
か
ら
窺
え
、
そ
の
短
命
さ
は
政
治
と
の
関
わ
り
の
強

さ
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
。
具
体
的
な
性
格
の
解
明
に
は
、
今
後
の
調
査
結

果
を
倹
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
道
路
状
の
遺
構
を
伴

っ
て
い
る
点
や
、
古

志
郡
内
に
あ
り
な
が
ら
、
他
地
域
の
内
容
を
記
載
し
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
交
通
に
関
係
し
、
物
品
や
人
の
移
動
に
関
わ
る
官
衛
で
あ

っ
た
可

能
性
が
強
い
。



な
お
、
木
筒
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
平
川
南
氏
、
新
潟
大
学

小
林
昌
二
氏
に
赤
外
線
カ
メ
ラ
を
使

っ
て
判
読
し
て
い
た
だ
い
た
。
木
簡
の
意

義
に
つ
い
て
も
、
両
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

９
　
関
係
文
献

和
島
村
教
育
委
員
会

「新
潟
県
和
島
村
八
幡
林
遺
跡
調
査
の
概
要
」
翁
第
一

七
回
古
代
城
柵
官
衛
遺
跡
検
討
会
』
　

一
九
九
一
年
）

（田
中
　
靖
）
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